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平成 29年度 第 12回 

 

 

 

宍粟市教育委員会 

 

 

 

 

会  議  録 
                     （要点筆記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時  平成 30年３月 14日  午前９時 30分から 

 

場所  宍粟市役所 401会議室 
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第12回（定例）宍粟市教育委員会会議録 

 

１ 開会・閉会の年月日時及び場所 

平成30年３月14日（水） 午前９時30分 ～ 午前10時33分 

兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地６ 

宍粟市役所 401会議室 

 

２ 会議に出席した者の職氏名 

教育委員 

西岡章寿  教育長 前田純惠  委員 

金本一二  委員  

  

事務局 

藤原卓郎  教育部長 前田正人  教育部次長 

田路正幸  教育部次長  

山本哲史  学校教育課長 

橋本 徹  教育総務課長 

中尾善弘  こども未来課長  

上杉達也  施設整備課施設整備係長 藤井康明  社会教育文化財課副課長 

池本雅彦  学校給食センター所長 石垣統久  市民協働課副課長兼スポーツ推進室長 

福元佳代  教育総務課副課長 

 

 

藤原卓郎  教育部長 前田正人  教育部次長 

田路正幸  教育部次長   

山本哲史  学校教育課長  

橋本 徹  教育総務課長 

中尾善弘  こども未来課長 

西林文隆  施設整備課長 藤井康明  社会教育文化財課長 

池本雅彦  学校給食センター所長 福元佳代  教育総務課副課長 

大田敦子  人権推進課長      柴原宏二  人権推進課副課長 
 

 

３ 開会 

 西岡教育長が開会した。 

 

４ 会議の成立宣言 

 出席者数３名となり、西岡教育長が会議の成立を宣言した。 

 

５ 会議録署名委員の指名 

(1) 署名委員は、西岡教育長の指名により、次のとおり決定された。 

前田委員 

 

６ 前回会議録の承認 

平成29年度第11回（定例）宍粟市教育委員会会議録の承認に関する件 

前回の定例教育委員会における協議事項、報告事項の会議録について、橋本教育総務課長が説明し、

承認された。 

 

７ 教育長報告 

次の２点について西岡教育長が報告した。 

(1) 学校規模適正化・幼保一元化推進状況について 

 一宮南地区学校規模適正化は、３月４日（日）に染河内小学校、３月11日（日）に神戸小学校で、晴
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天のもと閉校式を開催することができた。また、はりま一宮小学校の開校式は４月９日（月）を予定し

ている。よろしくお願いします。 

 幼保一元化については、一宮南中学校区で３月５日（月）に第６回地域の委員会を開催し、２次募集

を行うことで承認を得て、３月15日から４月13日まで２次募集を行うことになっている。 

 

(2) 小学校・中学校の卒業式について 

３月９日には中学校卒業式に出席しただき、ありがとうございます。引き続き、３月 22日に市内 13

小学校の卒業式が予定されているので、委員各位にはご出席について、よろしくお願いいたします。 

 

(3) 議決結果について 

 前回の委員会で協議いただいた、宍粟市立学校設置条例、宍粟市立幼稚園設置条例、宍粟市立幼 

稚園設置条例の一部改正、宍粟市立学童保育所設置条例の制定及び３月補正予算については、３月 

８日の議会で議決いただいた。 

 

(4) さつきマラソンについて 

  山崎町の時から数え通算 40 回となるさつきマラソンが４月 15 日開催予定となっている。申込者は

2,672人応募いただいている。 

 

８ 議事 

 議事に入る前に、第 20号議案は、人事案件であることから非公開にしたいと教育長が説明し、審議の結

果、全員「異議」とし、第 20号議案は協議報告事終了後の非公開審議が決定された。 

 

第 21 号議案 宍粟市教育委員会公印規則及び宍粟市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規

則について 

一宮南中学校区の学校規模適正化の実施による新学校開設に伴う学校印等の改廃及び適正化後の通学

区域を整理するため、宍粟市教育委員会公印規則の一部改正及び宍粟市立学校の通学区域に関する規則の

一部を改正することを橋本教育総務課長が説明した。 

審議の結果、全員「異議なし」と決定された。 

 

第 22号議案 宍粟市通学バス管理運行規則の一部を改正する規則について 

一宮南中学校区の学校規模適正化の実施による、適正化後の通学区域を整理するため、宍粟市通学バス

管理運行規則の一部を改正することを橋本教育総務課長が説明した。 

審議の結果、全員「異議なし」と決定された。 

 

第 23 号議案 宍粟市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

について 

下三方幼稚園及び繁盛幼稚園の廃止に伴う園印等の廃止、園児定数等の規定の削除など関係規則を整理

するため、宍粟市教育委員会公印規則の一部改正及び宍粟市立幼稚園管理規則の一部を改正することを橋

本教育総務課長が説明した。 

審議の結果、全員「異議なし」と決定された。 
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第 24号議案 宍粟市立幼稚園の通園区域に関する規則の一部を改正する規則について 

下三方幼稚園及び繁盛幼稚園の廃止、染河内幼稚園の休園に伴い、廃止休止後の通園区域を整理するた

め、宍粟市立幼稚園の通園区域に関する規則の一部を改正することを橋本教育総務課長が説明した。 

審議の結果、全員「異議なし」と決定された。 

 

委員の主な意見及び事務局等の説明 

（金本委員） 

第 22号議案について、一宮町能倉地区は歩道幅が確保できるまでの間と説明があったが、詳しく教えて

ほしい。 

（教育総務課長） 

染河内地区からはりま一宮小学校に通学するにあたり、歩道がある区間と無い区間があり、現在、県道

改良工事もすすんでいる。一宮町能倉地区は工事対象区間で、まだ歩道が無い区間である。遠距離通学と

する４kmには達しないが、地元からある程度、県道改良後歩道幅が確保され、安全が確保された中で通学

したいという学校規模適正化協議経過があり、今回の規則改正（案）となっている。 

 

（前田委員） 

第 23号議案について、下三方幼稚園と繁盛幼稚園の、今後の活用について教えてほしい。 

（教育総務課長） 

下三方幼稚園と繁盛幼稚園は３月末で廃止になり、財産管理は教育部の教育財産管理から企画総務部に

よる普通財産管理となり、旧下三方小学校跡地は兵庫県木材センターが利用することが決まっている。下

三方幼稚園の跡地については、旧校舎の工場としての利用や、プール跡地が宅地として市での分譲がすす

んでいることもあり、行政、地域のいずれも下三方幼稚園の跡地も次なる社会的利用が進めばとの思いが

ある。繁盛幼稚園の跡地については、現在、具体的なことは聞いていないが、繁盛小学校と同一敷地内に

あり、同じく社会的利用の検討が進めばとの思いがある。 

 

（前田委員） 

第 24号議案について、神戸幼稚園に通園する園児で、一番遠い園児はどれくらいの距離があるのか。ま

た、通園方法はどうなるのか。 

（教育総務課長） 

園児は、自主登園を原則とし、基本、保護者による送迎か、保護者の責任で徒歩で登園している。最も

遠い民家が杉田で約 3.8～3.9 km、染河内地区で約 6.4 kmのところまである。神戸地区の園児は、原則通

り保護者送迎等による登園をしている。染河内地区の園児は、遠距離通学対策の小学校スクールバスが運

行するので、小学校スクールバスの空き座席の利用希望者が混乗するとし、保護者送迎でも、小学校スク

ールバス混乗でも、保護者による選択としている。ただし、スクールバス混乗時は、有料とし月額 1,000

円が必要である。 

（前田委員） 

小学生は、スクールバスを利用しても無料なのか。 

（教育総務課長） 

遠距離通学対策であり、無料である。 
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９ 協議報告事項 

(1) 平成29年度宍粟市一般会計３月補正予算〔追加分〕（教育委員会関係）について【専決】 

資料１「平成29年度３月補正予算（専決）概要【教育委員会関係】」により、橋本教育総務課長が

報告した。 

 

(2) 宍粟市通学バス使用料の徴収及び減免に関する要綱の一部を改正する要綱について 

資料２「宍粟市通学バス使用料の徴収及び減免に関する要綱の一部を改正する要綱」により、橋本

教育総務課長が報告した。 

 

(3) 学校規模適正化・幼保一元化推進状況について 

資料３「学校規模適正化・幼保一元化推進状況」により、学校規模適正化について橋本教育総務課

長が、幼保一元化について中尾こども未来課長が報告した。 

 

(4) 宍粟市奨学生徒申請状況について 

資料４「宍粟市奨学金について」ほかにより、橋本教育総務課長が報告した。 

 

(5) 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

資料５「宍粟の子どもたちの体力」により、山本学校教育課長が報告した。 

 

(6) 学校給食における異物混入対応について 

資料６「平成 29 年度学校給食センター異物混入状況及び対策」により、池本学校給食センター所長

が報告した。 

 

(7) 第 13回宍粟市さつきマラソン大会の参加申込状況について 

資料７「宍粟市さつきマラソン大会開催要項」ほかにより、石垣市民協働課副課長が報告した。 

 

(8) はりま一宮小学校開校式について 

資料８「宍粟市立はりま一宮小学校開校式次第（案）」により、橋本教育総務課長が報告した。 

 

 

委員の主な意見及び事務局等の説明 

（金本委員） 

 児童は、歩いて通学することにより体力が付き基本的な体ができていくと思う。スクールバスに乗る場

所を、少しでも歩く区間を作るように設定すればどうかと思うが、安全面等から保護者との調整が難しい

と思うが、その辺はどうか。千種町西河内は、わりと家の近くでスクールバスに乗車しているように思う。 

（教育総務課長） 

学校規模適正化協議の中で、バスの乗降場所の設定については、協議決定いただいている。バス乗降場

所の設定は、バス車両も大きいため、主要幹線道路を通行し、枝道まで入らないとしている。それぞれの



6 

 

自宅近くまで行かず、自治会内に原則１箇所としている。バスの所要時間、周辺への交通環境、児童の体

力面等を考え、バス停は自治会内に１箇所、やむをえない場合は２箇所と設定している。千種小学校開校

当時は、西河内地区も距離が長い自治会で、乗降場所が複数であったかもしれない。同校は開校６年迎え、

児童の在籍状況で変更あるかもしれないが、乗降場所は安全で児童の健全な成長につながることを考え、

千種小学校に限らず全ての学校で確認していきたい。 

 

（前田委員） 

 奨学金について、波賀町奨学金はまだ貸付をされているのか。 

（教育総務課長） 

 現在、貸付は行っていない。１名の方の返還が続いている状況である。 

 

（金本委員） 

 学校給食について、千種高校も今年から給食が導入され、評価いただいている。今後も努力をお願いす

る。 

（学校給食センター所長） 

 引き続き対応していく。 

 

 

10 次回会議の招集について 

平成30年４月12日（木）午後５時00分から開催すると決定した。 

 

11 閉会 

 金本委員が閉会した。 

 

 

以上  午前 10時 33分終了 

 

 


